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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 240,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式
単元株式数　100株

　（注）１　平成26年２月21日（金）開催の取締役会決議によります。

２　本募集とは別に、平成26年２月21日（金）開催の取締役会において、当社普通株式1,600,000株の一般募集（以

下、「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案

し、240,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」とい

う。）の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。

本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当

増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）であります。

大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」とい

う。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は

一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成26年３月19日（水）までの間（以下、「シンジケー

トカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社

東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があ

り、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケー

トカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオー

バーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合

があります。

大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジ

ケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る

割当に応じる予定であります。

したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権によ

り本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合が

あります。

３　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 240,000株 231,552,000 115,776,000

一般募集 － － －

計（総発行株式） 240,000株 231,552,000 115,776,000

　（注）１　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連し

て、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりでありま

す。

 割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社

 割当株数 240,000株

 払込金額の総額 231,552,000円

 割当てが行われる条件 前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり

２　前記「１　新規発行株式」（注）２に記載のとおり、発行数が減少し、又は発行そのものが全く行われない場合

があります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの

とします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた

額とします。

４　発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、平成26年２月14日（金）現在の株式会社東京証券取

引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数
単位

申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定
（注）１

未定
（注）１

100株 平成26年３月24日（月）
該当事項はあ
りません。

平成26年３月25日（火）

　（注）１　発行価格及び資本組入額については、平成26年３月３日（月）から平成26年３月６日（木）までの間のいずれか

の日に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。

２　全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３　大和証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき発行

価格と同一の金額を払込むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

店名 所在地

パンチ工業株式会社　本社 東京都港区港南二丁目12番23号
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（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　品川駅前支店 東京都港区港南二丁目16番２号

株式会社みずほ銀行　品川支店 東京都品川区南品川二丁目２番７号

株式会社三井住友銀行　五反田支店 東京都品川区東五反田一丁目14番10号

三井住友信託銀行株式会社　本店 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

231,552,000 2,000,000 229,552,000

　（注）１　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成26年２月14日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額上限229,552,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会において決議

された一般募集の手取概算額1,530,680,000円と合わせた手取概算額合計上限1,760,232,000円について、

585,000,000円を平成27年３月期中に当社本社及び国内工場において、グローバル管理機能強化を目的としたシステ

ム構築、並びに研究開発及び生産体制強化を目的とした設備投資資金に、500,000,000円を平成27年３月期中に当社

の連結子会社である盤起工業（大連）有限公司への出資金に、残額が生じた場合は平成26年３月期中に短期借入金

の返済に充当する予定であります。

　なお、盤起工業（大連）有限公司への出資金については、全額を研究開発及び生産体制強化を目的とした設備投

資資金に充当する予定であります。

　当社グループの設備計画の内容については、後記「第三部　追完情報　１　設備計画の変更」に記載のとおりで

あります。

 

第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
 

　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】
 

１　設備計画の変更

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第39期）の「第一部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の

新設、除却等の計画　(1）重要な設備の新設」は、本有価証券届出書提出日（平成26年２月21日）現在（ただし、投資予

定金額の既支払額については平成25年12月31日現在）、以下のとおりとなっております。有価証券報告書（第39期）にお

いては、平成26年３月期連結会計年度の設備計画を記載しておりましたが、本募集の資金使途となる平成27年３月期まで

の設備計画を以下に示しております。

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達方
法

着手及び完了予定年月
完成後の増
加能力総額

（千円）
既支払額
（千円）

着手年月 完了年月

当社
本社

東京都
港区

金型用
部品事業

統括業務設
備

226,000 40,000

増資資金
（本募集）
及び自己資
金・借入金

平成25年
４月

平成27年
３月

－

当社
北上工場

岩手県
北上市

金型用
部品事業

生産・技術
開発設備

399,000 26,000

増資資金
（本募集）
及び自己資
金・借入金

平成25年
４月

平成27年
３月

３％増加

当社
宮古工場

岩手県
宮古市

金型用
部品事業

生産設備 148,000 4,000

増資資金
（本募集）
及び自己資
金・借入金

平成25年
４月

平成27年
３月

４％増加

当社
兵庫工場

兵庫県
加西市

金型用
部品事業

生産設備 117,000 18,000

増資資金
（本募集）
及び自己資
金・借入金

平成25年
４月

平成27年
３月

18％増加

盤起工業
（大連）
有限公司

中国
遼寧省
大連市

金型用
部品事業

生産・技術
開発設備

545,000 140,000

増資資金
（本募集）
及び自己資
金・借入金

平成25年
１月

平成26年
12月

５％増加

　（注）　「完成後の増加能力」につきましては、製造部門の数量ベースでの生産能力の増加率を記載しております。本社に

つきましては、製造部門ではないため、記載しておりません。
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２　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第39期）及び四半期報告書（第40期第３四半期）（以下、「有価

証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券

届出書提出日（平成26年２月21日）までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。

　以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については＿＿＿罫で

示しております。

　なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下「事業等のリスク」に記

載した事項を除き、本有価証券届出書提出日（平成26年２月21日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載す

る将来に関する事項もありません。

 

［事業等のリスク］

　有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成26年２月21日）現在において当社グループが判断し

たものであります。

(1）顧客の属する業界の動向について

　当社グループは、国内外で１万社を超える顧客と取引をしており、特定の顧客グループへ依存することのない、バラ

ンスのとれた顧客構造であると考えております。一方、これら顧客の属する業界は、電子デバイス、半導体、自動車関

連が多く、従って、これら業界の市況や価格動向、競争激化等が、生産動向や設備投資動向を左右し、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、日本の製造業については、依然として日本国内から海外へ製造拠点が移転する傾向（所謂「空洞化」）が続く

ことも予想されます。当社グループでは、中国等海外への積極的な展開により顧客動向に対応しておりますが、当社の

想定を大きく上回るスピードで空洞化が進んだ場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）競合について

　当社グループの事業である金型用部品事業につきましては、技術面、価格面、納期面等において同業他社との競合が

あります。当社グループでは、標準製品については、製造原価低減に積極的に取組み競争力の強化に努める一方、高い

技術力と広範な生産設備にて特注品に注力することで差別化を図っております。しかしながら、これらの事業戦略が計

画通り進捗しない場合や、想定を超えた同業他社の動き等があった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

(3）主要原材料の仕入れについて

　当社グループは、主要原材料である鋼の仕入れの多くを特定の専門商社に依存しております。当社グループは、その

専門商社と永年にわたり良好な関係を維持しており、安定的に供給を受ける体制を構築しておりますが、仕入先の経営

戦略の変更や取引条件の大幅な変更、業績変動などが、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、これらの鋼を製造する特殊鋼メーカーの生産に何等かの要因で支障が生じた場合にも、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

(4）未開拓・新分野事業について

　当社グループは、既存のプラスチック金型用部品やプレス金型用部品に加え、今後の成長戦略として未開拓事業につ

いて、当社グループの強みを活かせる分野に的を絞って取組んでおります。しかしながら、経済状況の変化、関連する

技術革新の動向、競合他社等の動き等によって計画通り進捗しない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

(5）中国での事業リスクについて

　当社グループは平成２年より中国事業を行っており、商慣習や雇用面で日本と異なる環境の中にあって、これまで事

業の撤退や大規模な雇用調整もなく現在に至っており、連結営業利益の重要な基盤となっております。今後とも、経済

成長への期待や、友好的労使関係により安定的な事業拡大を見込んでおりますが、政情不安、反日感情の高まり、都市

開発政策による立退き命令、人件費の高騰等、事業環境に大きな変化があった場合、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。
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(6）東南アジアでの事業リスクについて

　当社グループは、2013年８月にPANTHER PRECISION TOOLS SDN. BHD.（2014年１月１日付でPUNCH INDUSTRY MALAYSIA 

SDN. BHD.に社名変更しております。）の株式を追加取得し、完全子会社化いたしました。また、同年11月に合弁子会社

PT PUNCH INDUSTRY INDONESIAを設立いたしました。成長している東南アジア市場への期待や、友好的マネジメントによ

り安定的な事業拡大を見込んでおりますが、政情不安、規制強化、経済状況の変化等により事業環境に大きな変化が

あった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、新規連結に伴い発生したのれん等につきましては、将来の収益力を適切に反映しているものと判断しておりま

すが、経営環境や事業の著しい変化等により同社の収益性が低下した場合には、減損損失の計上により当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7）中国、東南アジア以外の海外展開について

　当社グループは、中国、東南アジア以外にインドや欧米での事業展開に取組んでおりますが、現地の政治経済状況の

変化や顧客業界の動向等により計画通り進捗しない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8）国内物流体制について

　当社は、国内物流について、外部物流会社への業務委託により東京ロジスティクスセンター（以下、ＴＬＣ）にて一

括集中管理体制で運営することを基本とし、一部地域を除き翌日配送体制となっております。しかしながら、ＴＬＣで

の何等かのトラブルや天災等による物流業務上での支障が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　また、兵庫工場の生産量拡大も含め、西日本地域での物量が現時点での想定水準を超え物流面で支障が生じた場合、

同地域での新たな物流拠点の設置等の投資が発生する可能性があります。

(9）情報システムについて

　当社グループの事業は、販売管理システム及び生産管理システムをベースにオペレーションが行われており、このシ

ステム運用については十分な安全性を確保していると考えております。しかしながら、自然災害、システムハード及び

通信の不具合、コンピューターウイルス等による予測不可能な事態によりシステム障害が発生した場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(10）顧客情報管理について

　当社グループは、国内外で１万社を超える顧客と取引をしており、膨大な量の顧客情報を電子媒体及び紙媒体にて管

理しております。これらの情報が、管理上での不手際や情報システム障害等により流出した場合、大きな信用失墜とな

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(11）固定資産について

　当社グループは顧客の幅広いニーズに対応すべく多くの生産設備等の固定資産を保有しております。これらについて

は「固定資産の減損に係る会計基準」を適用し、減損テスト等を通じて、資産の健全性の確保に努めておりますが、当

社事業所及びグループ会社での損益やキャッシュ・フローの状況等によっては、当社グループの業績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

(12）為替相場の変動について

　連結決算においては、海外グループ会社決算を現地通貨から邦貨換算いたしますので、制度的に人民元、インドル

ピー、マレーシアリンギット等による為替変動リスクがあります。

　また、グローバル展開を加速したことに伴い、外貨建取引の増加が想定されます。通貨毎の債権債務のマリーや、先

物予約等によるリスク対策を進めるとともに、為替変動に左右されない強い体質づくりにも取組んでまいります。

　なお、中国グループ会社等においては借入金等の外貨建債務を有しており為替変動リスクがあります。これについて

は中長期的な基調を想定し対応しておりますが、短期的な変動に対し、借入通貨の分散等でリスク対策を講じておりま

す。

　従いまして、今後、予測を超えた大幅な為替変動が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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(13）有利子負債について

　当社グループは、事業拡大のための資金を主として金融機関からの借入れにより調達してまいりましたので、総資産

に対する有利子負債残高の割合が下表のとおりとなっております。

 
前々連結会計年度末
（平成24年３月31日）

前連結会計年度末
（平成25年３月31日）

当第３四半期連結会計年度末
（平成25年12月31日）

有利子負債残高（千円） 8,943,951 8,953,285 10,813,015

総資産残高（千円） 18,895,769 20,573,648 24,494,343

有利子負債依存度（％） 47.3 43.5 44.1

　（注）１．有利子負債残高は、短期借入金、１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計であります。

２．有利子負債依存度は、有利子負債残高を総資産残高で除した数値を記載しております。

　有価証券報告書（第39期）の「第２　事業の状況　３．対処すべき課題」に記載のとおり、当社グループとしては、

今後も、積極的に投資を行っていく方針であるため、収益体質改革による利益の確保や運転資金の圧縮による自己資金

の創出には努めてまいりますが、当面、有利子負債依存度が相対的に高い水準で推移していくことが予想されます。

　このような状況の中、金融情勢の変化等により資金調達ができず投資計画の実行が困難となる場合や、市場金利の上

昇等により資金調達コストが増大した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、当社は、主要取引金融機関とのコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約に四半期報告書（第40

期第３四半期）の「第４　経理の状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項（四半期連結貸借対照表関係）」に記載の

とおりの財務制限条項が付されております。これに抵触した場合には当該借入金の返済を求められ、当社グループの財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(14）人材について

　当社グループは、優秀な人材の確保と育成を重要課題としており、社員の士気を高揚し業績向上に繋げるべく、当社

グループの人事制度に基づいた人事諸施策を実施しております。また、必要に応じ社外からの有能な人材の確保も行っ

ております。

　しかしながら、これらの諸施策が有効に機能しなかった場合や、人材市場の状況により必要人材のタイムリーな確保

ができない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(15）環境対策について

　当社グループは、「環境理念」及び「環境行動指針」を定め、環境問題に積極的に取組んでおります。しかしなが

ら、予期せぬ環境問題が発生した場合や、関連法規などの改正等により、生産設備の変更や廃棄物処理方法の変更が必

要となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、旧金ヶ崎工場跡地における揮発性有機化合物等による土壌汚染対策につきましては、企業の社会的責任を全う

すべく、専門性の高いアドバイザーも交えて取組んでおりますが、予測不可能な事態の発生や、環境行政に係る法的規

制の大幅な変更等により、引当金計上額を超える費用発生があった場合、あるいは見込まれる場合、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

(16）災害等について

　当社グループは、国内に４製造拠点と14営業拠点を、中国に６製造拠点と30営業拠点を、東南アジアに１製造拠点と

４営業拠点を、そしてインドに１営業拠点を持って事業を運営しておりますが、これらの事業拠点において、予測不可

能な自然災害や火災などが発生した場合、それらの発生により電力供給や通信インフラ等に深刻な支障が生じた場合、

また、戦争、テロなどが勃発した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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３　経営上の重要な契約等

　当社は、後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第39期）の提出日（平成25年６月26日）以後、本有価証

券届出書提出日（平成26年２月21日）までの間に、次のとおり経営上の重要な契約等の決定又は締結等を実施しておりま

す。

 

（株式取得による会社等の買収）

　当社は、平成25年８月12日開催の取締役会において、PANTHER PRECISION TOOLS SDN. BHD.（平成26年１月１日付で

PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD.に社名変更しており、以下、「PIM」という。）の株式を追加取得し、完全子会社化

することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。

(1）株式取得の目的

　四半期報告書（第40期第２四半期）「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　（企業結合等関

係）　１．(2）企業結合を行った主な理由」に記載のとおり、当社のグローバル化戦略の一環として株式取得を実施い

たしました。

(2）株式取得の日

平成25年８月30日

(3）取得企業の名称及び事業の内容

名称　　　　　PANTHER PRECISION TOOLS SDN. BHD.

事業の内容　　金型用部品製造販売

(4）株式取得の相手先の概要

氏名　　Teoh Jin Chye

住所　　Penang, Malaysia

(5）取得株式数及び取得前後の所有株式数の状況

異動前の所有株式数　　　840,000株（所有割合　14％）

取得株式数　　　　　　5,160,000株

異動後の所有株式数　　6,000,000株（所有割合　100％）

 

（合弁会社の設立）

　当社は、平成25年９月12日開催の取締役会において、当社の連結子会社PIMとPT SOMAGEDE INDONESIA（本社：インドネ

シア・ジャカルタ。以下、「ソマガデ社」という。）との間で、合弁会社設立に関する契約の締結を決議し、９月19日付

で合弁契約を締結いたしました。

(1）合弁会社設立の目的

　当社グループは、PIMを基軸とした東南アジア戦略を加速しておりますが、この度その一環として、インドネシアにお

いて現地有力販売会社との合弁会社を設立することといたしました。

　東南アジアにおいて、インドネシアはタイに次ぐ自動車生産国であり、今後も自動車関連市場の拡大が見込まれ、当

社グループの東南アジア戦略の中で非常に重要な位置づけと認識しております。

　一方、ソマガデ社は切削工具、接着剤、機械部品販売を事業の柱としており、20年以上にわたり現地日系自動車メー

カー大手を顧客として業績を伸ばしております。

　本合弁会社設立により、当社グループはソマガデ社の販路を活かした当社グループの強みである自動車関連製品のイ

ンドネシア市場における販売拡大を図り、東南アジア市場における事業基盤の早期確立を実現してまいります。

(2）設立する会社の名称、事業内容、規模

名称　　　　PT PUNCH INDUSTRY INDONESIA

事業内容　　金型用部品販売

資本金　　　2,916,900千インドネシアルピア（PIM　60％、ソマガデ社　40％）
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４　臨時報告書の提出

　当社は、後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第39期）の提出日（平成25年６月26日）以後、本有価証

券届出書提出日（平成26年２月21日）までの間に、次のとおり臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

１　平成25年６月28日提出の臨時報告書

　平成25年６月25日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの

であります。

 

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成25年６月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円（普通配当15円、記念配当５円）

 

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、森久保有司、武田雅亮、杉田進、真田保弘、村田隆夫、八木裕之及び横山茂を選任す

るものであります。なお、横山茂は社外取締役であります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 62,898 302 0 （注）１ 可決（87.98％）

第２号議案    （注）２  

森久保　有司 62,877 323 0  可決（87.95％）

武田　雅亮 62,875 325 0  可決（87.94％）

杉田　進 62,860 340 0  可決（87.92％）

真田　保弘 62,875 325 0  可決（87.94％）

村田　隆夫 62,875 325 0  可決（87.94％）

八木　裕之 62,463 737 0  可決（87.37％）

横山　茂 62,864 336 0  可決（87.93％）

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権

の過半数の賛成によります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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２　平成25年９月２日提出の臨時報告書

　当社の特定子会社に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：Panther Precision Tools Sdn. Bhd.

②　住所　　　　：51-13-A Menara BHL Bank,Jalan Sultan Ahmad Shah,10050 Penang,Malaysia.

③　代表者の氏名：Managing Director　　小林　將浩

④　資本金　　　：6,000千マレーシアリンギット

⑤　事業の内容　：金型用部品製造販売

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前　　　840,000個

異動後　　6,000,000個

②　当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前　　 14％

異動後　　100％

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　当該異動の理由

　当社は、2012年８月に海外戦略の一環として、主に東南アジア地域において金型用部品製造販売事業を展開して

いるPanther Precision Tools Sdn. Bhd.と資本・業務提携を行い、同社の発行済株式の14％を譲り受け、当社の東

南アジア事業構想の具体化に着手してまいりました。この度、日本、中国、インドに加え東南アジアにおいて、早

期に事業基盤を確立し、当社のグローバル化を一気に加速させるため、同社を完全子会社化することとし、2013年

８月12日付で株式譲渡契約を締結し、同契約に基づき2013年８月30日付で、同社の発行済株式を追加取得いたしま

した。

　本株式取得により、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当する額であることから、

当該子会社は当社の特定子会社に該当することとなりました。

②　当該異動の年月日

2013年８月30日
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第39期）

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

平成25年６月26日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

（第40期第３四半期）
自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31日

平成26年２月12日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出

したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４

－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

 

　 　 ２０１４年２月５日

パンチ工業株式会社 　

取締役会 御中
 　

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　
指 定 有 限 責 任 社
員　　　　

業務執行社員 　

公認会計士 小　島　洋太郎 印

　
指 定 有 限 責 任 社
員　　　　

業務執行社員 　

公認会計士 平野雄二 印

　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているパンチ工業株

式会社の２０１３年４月１日から２０１４年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（２０１３年１０

月１日から２０１３年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（２０１３年４月１日から２０１３年１２月３１

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計

算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、パンチ工業株式会社及び連結子会社の２０１３年１２月３１日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書　

　 　 平成２５年６月２５日

パンチ工業株式会社 　

取締役会 御中
 　

　

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　
指 定 有 限 責 任 社
員　　　　

業務執行社員 　

公認会計士 小　島　洋太郎 印

　
指 定 有 限 責 任 社
員　　　　

業務執行社員 　

公認会計士 平野雄二 印

　

　

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているパンチ工業株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パン

チ工業株式会社及び連結子会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、パンチ工業株式会社の平成

２５年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、パンチ工業株式会社が平成２５年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

パンチ工業株式会社(E27063)

有価証券届出書（組込方式）

16/17



　 独立監査人の監査報告書　

　 　 平成２５年６月２５日

パンチ工業株式会社 　

取締役会 御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　
指 定 有 限 責 任 社
員　　　　

業務執行社員 　

公認会計士 小　島　洋太郎 印

　
指 定 有 限 責 任 社
員　　　　

業務執行社員 　

公認会計士 平野雄二 印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているパンチ工業株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第３９期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パンチ工

業株式会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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